
第８４０回宮城県教育委員会臨時会日程

日 時：平成２５年４月２４日（水）午前１０時から

場 所：県行政庁舎 １６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８４０回教育委員会会議録署名委員の指名

４ 教育長報告

（１）体罰に関する実態調査の結果について （教 職 員 課)

５ 議 事

第１号議案 職員の人事について （教 職 員 課）

６ 閉 会 宣 言
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教育長報告（１）

体罰に関する実態調査の結果について

１ 調査内容・方法等

（１）調査の趣旨

児童生徒に対する体罰の実態を把握し，今後の体罰の根絶に向けて取り組んでいこ

うとするもの。

（２）調査対象期間

平成２４年度中（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）の体罰発生事案

（３）調査対象校

県立及び市町村立の小・中・高等学校及び特別支援学校（通信制及び仙台市立学校

を除く）

※計５３４校（県立学校９１校，市町村立学校４４３校（小２９７，中１４４，高２））

（４）調査対象職員

教育職員（校長，副校長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭，講師(非

常勤含む)，実習助手及び寄宿舎指導員） ※事務職員や栄養士は対象外

（５）調査方法

市町村教育委員会及び各県立学校が，下記の方法により実態等を把握し，当事者双

方への事情聴取等により，体罰として認知したものを県教育委員会に報告

① 所属全職員に対し，体罰行為（自ら行ったもののほか，見聞きしたものも含む）

について申告を促すとともに，必要に応じて各教職員に個別面談等により確認

② 児童生徒，保護者への調査については，体罰に関するアンケート用紙を全保護者

に配布し，回収

２ 調査結果

（１）発生件数等

上記調査の結果，調査対象校５３４校のうち，４８校で７７件の体罰があったこと

が判明した。

被害を受けた
発生学校数(校) 発生件数(件)

児童生徒数(人)

小 学 校 ９ １５ １８

中 学 校 ２０ ３４ ８５

高 等 学 校 １９ ２８ ８１

特別支援学校 ０ ０ ０

計 ４８ ７７ １８４

※ 状況や態様等の詳細は別紙のとおり

※ なお，本調査より前に把握・対処した本年度の事案が２件あった。

※ 各教委別の発生件数は，県教委28件，地教委49（白石市2，角田市3,大河原町3,塩竈市3,

名取市7,岩沼市2,山元町4,七ヶ浜町4,大和町4,富谷町9,石巻市1,女川町2,気仙沼市5）
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（２）主な事例

○ 清掃指導中，教室内において，清掃をさぼっていた児童の胸ぐらを掴み転倒させ

た。（小学校）

○ 授業中，再三注意をしたが私語をやめなかったため，げんこつで生徒の頭を叩い

た。（中学校）

○ 部活動中，ダラダラしたり，やる気のない態度を見せた生徒に対し，平手で頬を

叩いた。（中学校）

○ 部活動の練習中，指示どおりにしなかったり，プレーミスをした生徒に対して，

日常的に，足で蹴ったり，平手で頬を叩いたりした。（高等学校）

○ 乱れた服装をしていた生徒に対し指導を行ったが，生徒が指導に従わなかったた

め，左右の頬を１回ずつ殴った。（高等学校）

（３）調査結果から

○ 小学校では，授業中に態度をあらためさせようとするなどの場面がほとんどであ

る（１０件／１５件）。

○ 中学校では，部活動中（１４件／３４件），授業中（１１件）のほか，休み時間（６

件）等での発生事案も多く見られる。また，運動場・体育館の他にも，教室やその

他の場所での事案も多い。

○ 高等学校では，部活動中（１９件／２８件）が大半を占め，場所も運動場・体育

館（１９件／２８件）が最も多い。

○ 体罰の態様としては，平手で叩く，げんこつで叩くなど「素手で殴る」行為が大

半であった（４９件／７７件）。

○ 被害の状況では，「傷害なし（６９件／７７件）」がほとんどであるが，唇が切れ

たり，こぶができたりした事案もある。

３ 体罰根絶に向けた今後の取組

（１）体罰禁止の徹底等（体罰についての意識改革）

○ 体罰根絶に向けた教育長メッセージの発出

○ 体罰防止のためのセルフチェックシートによる点検の実施

○ 指導主事による学校訪問指導において，体罰根絶・防止の取組の指導を強化

○ 校長会等各種会議での周知徹底

○ 部活動指導にかかるチラシの作成・周知

○ 関係団体と連携し，体罰によらない部活動指導を徹底

（２）研修の実施等

○ 指導者を対象とした研修会の開催

・ 生徒指導主事を対象とした研修

・ 部活動指導者を対象とした研修

○ 初任者研修，１０年経験者研修等において部活動等に関する指導を追加

○ 校内研修への支援

・ 校内研修に係る研修パッケージの提供，要請による訪問支援

（３）相談体制等の整備

○ 県総合教育センター及び県教委での相談対応と周知

・ 県総合教育センターの相談ダイヤル等での教育相談対応

・ 県教委「学校困りごと相談」での相談対応

○ 学校としての相談体制の整備の促進

○ 体罰事案の県教委・地教委への報告の徹底
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番

号

当てはまる

ある程度

当てはまる

余り当て

はまらない

全く当て

はまらない

1

2

3

4

5

6

7

8

　児童生徒と信頼関係ができていれば，指導の一

環で叩くことはやむを得ないことで，体罰等は許さ

れるものだと考えている。

　保護者からは｢悪いことをしたときは叩いてくださ

い。｣と言われているので，問題にはならないと考え

ている。

●当てはまる項目が多い場合，体罰を起こす可能性が高いと言われています。

　チェックシートの結果をもとに，当てはまる項目について，校内で自分の考え方を他の先

生と一緒に話しあってみましょう。

　部活動で厳しく叩いて指導したことで成績や結果

を残しているし，また児童生徒が言うことを聞くよう

になったので，多少の体罰はやむを得ないことだと

考えている。

　自分の指導の仕方は体罰にあたるのではないか

と悩みながらも，管理職や同僚に気軽に相談できる

雰囲気がないため，依然として同じようなやり方を

続けている。

　児童生徒を指導する際，大声で怒鳴ったり叩いた

りする同僚はいるが，それぞれ独自の指導方法な

ので口出しすることは控えている。

　問題が発生したときに，普段から生活態度が悪い

児童生徒であったため，理由も聞かず，状況をよく

確認せずに頭ごなしに怒ることがある。

　児童生徒を指導しているうちに，興奮し感情的に

なって，児童生徒を傷つけるような言動や威圧的な

態度をとってしまったことがある。

　体罰禁止は分かっているが，根本の原因は児童

生徒にあるので，自分の指導方法はやむを得ない

ものだと考えている。

●次の各項目について，最も当てはまる欄にマル(○)をつけてみてください。

項目

体罰防止のためのセルフチェックシート

体罰防止のためには，普段から折に触れて，自分の指導方法を再確認し，また，自分の指導が児

童生徒にどのような影響を与えるか，指導のあり方を考えることが重要です。
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